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平成 29年度第 2回赤磐市行財政改革審議会会議録 

 

日時：平成 29年 9月 21日（木）午後 1時 32分開会 午後 2時 54分閉会 

場所：赤磐市役所 2階第 1会議室 

 

１ 開会 

事務局： 定刻となりました。赤磐市行財政改革審議会会議運営規定第４条により、開会

の宣言は議長が行うこととしています。それでは、会長に開会の宣言をお願いい

たします。 

会 長： 皆さん、こんにちは。台風一過で秋日和になったのですが、今は残暑と言わな

いそうですね。終暑と言うらしいので、非常にいい季節になりました。油断する

と体調を壊しますので、皆さんどうぞ体に気をつけていただきたいと思います。 

本日は前回色んな宿題をいただいたのを事務局の方で修正させていただきまし

た。それをもとにして議論していただいて、今日が答申の日ということでどうぞ

よろしくお願いいたします。 

事務局： ありがとうございました。本日は、出席人数は８人でございます。○○委員が

欠席でございます。赤磐市行財政改革審議会要綱第６条第２項の規定により過半

数の人数の出席をいただいておりますので、この会議が成立したことを報告させ

ていただきます。それでは、開会にあたりまして友實市長からごあいさつを申し

上げます。 

 

２ 市長挨拶 

市 長： 失礼します。今日は委員の皆様、お忙しい中こうして赤磐市の行財政改革推進

会議について色々な審議をいただきます。ご多忙の中ご出席いただきまして本当

にありがとうございます。まず開会に先立って一つ皆様にご報告させていただき

ます。というのも、日曜日のことですけれども台風１８号が日本全国縦断をする

形で、この赤磐市も大きな雨に見舞われました。そして赤磐市でも浸水が起こり

まして避難指示ということで正崎、尾谷、五日市の３地区に避難指示をしなけれ

ばならない、そういう事態になりました。そして現場へ行ってみますと、膝の上

まで浸水しているという所が数箇所ございました。とはいってもその後国土交通

省から排水ポンプ車を出動いただきまして、この効果もありまして速やかに排水

することができ浸水も大きな被害を出すことなく収まりました。こういったこと

が赤磐市でも起こっているということを委員の皆様にもご認識いただければと思

います。 

     話は戻りまして、行財政改革についてでございますけれども、これまでこの審

議会で議論いただいた公有財産の使用、そういったことにある一定の方向性もい
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ただきました。この方向性に従って、今後の公有財産、特に市有施設あるいは土

地等に対して色んな形で行革視点をもって使っていくということを改めてここを

起点に踏み出していきたいと思っております。先日の市の中での本部会議の席で

も例えば公民館や体育館に置いている自動販売機、これだって対象となるんだと

いうことを認識しながら市の収入に少しでも寄与できる形で進めていくべきだと

いうことで、職員一丸となって進めていこうという意思統一を行ったところでご

ざいます。そして、今日から新しく行革のご審議いただく材料として、やはり避

けて通れないのが市の組織あるいは定員管理そして人材育成、これが３本の大き

な柱になっていこうと思います。ここをしっかりと議論をいただいて行革目線に

立った人材育成、そして定員管理、そして組織はどうあるべきかということで、

議論を進めていきたいと思っております。こういった中で一つ皆さんにお話して

おきたいことがありまして、実はこの組織定員の考え方の中で、学校給食の調理

についてこの考え方を先取りする形で考え方を推し進めていくべきという提案を

つい先般赤磐市の総務文教常任委員会で提言させていただきました。結果的には

民間委託等を取り入れながら行革目線で進めていきたいということを申し上げま

したが、議会の方はすごくこれが紛糾しております。これから先組織を変えてい

くということに対して、この先非常に困難が待ち受けているんだろうなという思

いを改めてもちました。でも赤磐市の将来の足腰の強い財政を作るためには、必

ず避けて通れないことの一つとして強い認識をもっております。そこでこの審議

会でもしっかりとした議論を行っていただいて、方向性を皆さんと一緒に定めて

いきたい、そしてこれを我々の実施するエンジンに使っていきたいと思っており

ますので、どうかよろしくお願いを申し上げまして、冒頭からのご挨拶になりま

すけれど、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願

いします。 

 

事務局： ありがとうございました。 

ここで副市長を紹介させていただきます。 

（副市長紹介） 

 

以後進行につきましては会長にお預けしますので、よろしくお願いします。 

会 長： それでは、審議に入ります前に、規定によりまして会議録の署名人を２名お願

いすることになっておりますので、○○委員、○○委員にお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 協議内容 

議 長： それでは本日の議題は２件ございますので、順次進めさせていただきます。 
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    （１）公の施設に関する設定基準についてということで、前回ご議論いただきま

して若干修正させていただきました。その修正箇所を事務局の方から説明いただ

きます。よろしくお願いします。 

事務局：（公の施設に関する使用料の設定基準について資料に基づき説明） 

議 長： ありがとうございました。前回ご指摘いただいた２点について、事務局の方か

ら今の修正がございました。何かこれについてご質問、ご意見はございませんで

しょうか。特にご発言いただいた方はいかがでしょうか。遅くともというのを付

け加えてより明確にしたということでよろしいでしょうか。 

     また２点目の修正ですが、保育園というだけの表記を幼稚園と認定子ども園の 

２つを追加ということでこれについてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

委 員： はい。 

議 長： ありがとうございます。では、２つの変更点を認めていただいたということで

答申をさせていただきたいと思います。本日の机の上に配布しております答申書

を提出したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（答 申） 

議 長： 公の施設に関する使用料の設定基準について 平成２８年８月３０日付けで諮

問を受けました。この諮問に対して当審議会が慎重に審議した結果、公の施設に

関する使用料の設定基準について答申したいと思います。この答申の趣旨を十分

に汲んでいただいて確実に実行されますようよろしくお願いいたします。 

市 長： ありがとうございます。 

議 長： どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

議 長： それでは２件目の審議に入りたいと思います。市長の挨拶にありましたように、

これからは組織ということで、行財政改革の目玉にしていきたいというお話でご

ざいますので、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局：（「ひと」「組織」の開発について資料に基づき説明） 

議 長： 大変な力作をありがとうございました。何から議論すればということで非常に

議論しにくい問題ですが、まず今の説明について何かご質問やご意見があるかと

思うんですけれども、まずこういう改革をやるためにははっきりとした理念が必

要なんですね。何のためにどういう目的でやるのか、理念性がなかったら動いて

いかないんですが、機構改革の必要性のところに若干触れておられますけれども、

やはりもっとしっかりとした理念が必要だと思いますし、理念の上に戦略があっ

てそれから戦術があるという整合性がそれぞれとれているかということが非常に

今の説明を聞いただけではよく分からないのですが、議論のたたき台だというふ
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うに思っていただければありがたいのですが、どこから審議していいのか見通し

がないのですが、組織機構改革の必要性というところでどういう理念をもって組

織を改革するか、訴えるだけの理念性というものがまず議論されなければいけな

いのだろうと、そこを共有しないと具体的な方策が出てこない気がしますので、

これから一編に議論をして結論ということにはいきませんので、そこら辺から議

論を進めていったらいいんじゃないかと思いますが、これの日程はどういうこと

になりますか。いつ頃結論あるいはいつ頃具体策を出さなければいけないのか、

スケジュールを聞かせてください。 

事務局： 今日お示ししましたたたき台の方が大枠の基本的な方針という部分となります

ので、できましたら今年度中と考えています。 

議 長： では３月までに何かはっきりさせた内容を作りたいということですか。実行は

来年度からですか。 

事務局： そうです。次年度以降実際に計画の方を推進の方に移していきたいと考えてお

ります。 

議 長： はい。そんなスケジュールだそうですが、そうするとかなり急がないと、仕上

げができないというふうに思いますが、今事務局の説明を聞いて何かご意見ご質

問あればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

     まず、皆さんこれを見られて大学のテキストみたいなものですから、まずどこ

から言っていいか分からないという感じなんだと思いますけれども、今組織上に

起こっている問題点は何ですか。事務局の方から改革しなければいけない現状に

こういう問題があるんだという問題点を少しお話いただけませんか。 

事務局： はい。現在、本庁と支所のあり方の面でいいますと、職員の削減というのは毎

年度進めてきているんですけれども、受け持っている業務内容の見直しですとか

本庁とのすり合わせができていない状況で、人の削減だけ進行している状況です

ので、人が減っても思ったより業務分担量が変わらないですとか、本庁と支所で

の業務分担のあり方、そういうところの見直しができていない。 

議 長： ということは、今の定員が財政規模からしたら多すぎるということが大きな問

題点で、それを削減することによって行政サービスを、質を低下させない形で、

人員をできるだけ下げていきたい。そのためには今の組織を少し変えなければい

けない、そういう論理ですか。一番の目的はそこですか。 

事務局： 定員管理上の人員削減というのは共通して掲げてありますので、それに向けて

ということでありましたら、今より定数が減っても行政サービスが落ちず、より

事務的なことは効率が図られるということが目標となってくるとは思います。 

議 長： という認識ですが、それには理解できますけれども。 

委 員： 今日のご報告を聞いていて組織のあり方ということで、基本的な考え方として

は賛成ですが、本庁の方は行政としてやるべき部分の頭脳的な部分を重点を置い
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てやっていくと、それに合わせたような形の組織体制もつくっていくと、支所の

方はどちらかというと戦略的・頭脳的というよりもマンパワーで対応できるよう

な業務で市民直結型のサービスの部分でやっていくということで、私はそういう

基本的な考え方としてはいいんじゃないかなと思っておりますが、ただ欠けてい

るなと感じるのは支所の業務についても、例えばＡ業務・Ｂ業務がありますが、

春先には引越しなどですごく増える業務がありますけれどもその後は少なくなる

業務もあるわけですね。通常の製造業の企業などもそうですが、季節的な形で需

要の変動というのがあるわけでして、企業の場合はその需要の変動に合わせて生

産シフトを変えたり労働者の作業人数の配置を考えるわけですよね。そのことを

通じてコストダウンを考えて戦略的にやっていっていると思いますが、そうする

と行政サービスにおいても同じじゃないかなというふうに思います。例えば先ほ

どもいいましたように、転入転出が多い４月の時期でもマンパワーとして対応で

きるのであれば、それもエリアごとによって増え方が違うわけですね。そうする

とＡ支所からＢ支所に一部春先の期間は職員を異動させて対応するというような

こともあって良いのではないかと思うのですが、この答申書の方針、考える方向

性というのが供給側の論理で考えているということで、需要側にディマンダーに

どう対応していくかという視点のところをもう少し入れ込んでいけば、私は効率

的低コストで運用する行財政改革の組織のあり方としては基本的には良いのかな

というふうにお聞きしておりました。以上です。 

議 長： ありがとうございました。他にご意見ございませんか。 

委 員： 今の○○委員の関連なんですが、まさにその通りでありまして、縦割りの組織

ではなくで例えば一部署に短期間に集中して仕事が集まるといったときには、よ

そから応援を求められる組織横断的というか弾力性をもった組織、そういったも

のが必要になってくるのではないかと思います。そうした点で見ますと、今回部

の中に主管課を位置づけるという案が出ておりまして、まさに部全体を主管課が

全体を見渡して必要であれば主管課の判断で人員を配置するという、そういう弾

力性をもった運営というものは非常に評価できるのではないかと思います。 

     それからついでに言わせていただければ、支所機能の見直しということがあり

ましたけれど、支所業務に関する決裁は原則として支所内で完結させる方向で見

直しを行うということを書かれておりますが、前の審議会が平成２３年１１月に

答申を出しておりますが、各地域のまちづくりのため支所に分権するという新し

い発想で取り組むことがこれからは必要不可欠なんじゃないかと指摘しておりま

したが、まさにその趣旨に沿うやり方だと思うのでこれは賛成できると思います。

ただ支所完結型となりますとその支所への人員・人材配置ということが非常に重

要になってくるのではないかと思いますが、以上でございます。 

議 長： ありがとうございました。皆さんどうぞご自由に感じたこと、問題点を指摘し
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ていただければ結構ですので。 

委 員： 目的というのは要は絶対人数を減らしたいということからきていると思うので、

やはり現状分析というのがまず必要ではないかと、現状分析をしようと思ったら

専門的な部署、現状分析をする部署を設けないとできないんじゃないかなと思い

ます。そうすると二重にやっていること、無駄なことがあるとか、そういうこと

が見えてくると思うので、前回の会議にも出ておりましたけれども例えば机の配

置にしても一番若い人が一番前にいるということは、分からない人が前にいると

分かる人に繋ぐという完全に無駄な作業だと思えるので、やはりそういうことか

らやらないと人は減らないのではないかというふうに思えるので、目的を達成し

ようとすれば現状分析が何としても必要ですよと、現状分析する専門的な部署を

設けないとできませんよというふうに感じます。 

議 長： ありがとうございます。２～３ヶ月で結論が出る問題ではなく不断にやらなけ

ればいけない問題もたくさんありますので、そういった専門部署も必要なのかも

しれません。 

委 員： 重なるんですが、先ほど○○委員が言われた現状分析ですか、今職務分掌規定

などがあると思いますが、どこの支所にどんな組織があってどれだけ人数がいる

とかどんな仕事をしているとかいう現状が分からないと私等も何も言えないので、

そこを一回整理していただきたいです。それとあと季節ごとの業務の変動を先ほ

ど言われたんですが、あと月の中でもあると思います。月初、月中、月末、常に

毎日忙しいわけではないので、その辺の分析もいるし、あと定員をどこに合わせ

るかですね。ピークに合わせるのか、平均的な操業度に合わせるのか、それによ

って全然やり方が変わってくると思います。それと少し細かい話、この２８ペー

ジ、標準的な定員と赤磐市と比較した表でみると赤磐市はかなり少ないんですね。

これ以上いなくなっていいのかという素朴な疑問があります。特に民生や土木は

標準的な半分以下、半分近くになっていますので、逆にいうと必要な仕事をして

いないのか必要最低限でいっているのか全国平均が悪いのか、その辺は私は分か

らないんですけれどこれ以上減っていいのかなという素朴な疑問があります。あ

と細かい話になりますが、２８ページの教育が１００になっていて２６ページが

９９になっているのでどっちかが違うのかなと思います。以上でございます。 

議 長： ありがとうございます。現状を知らずに改革というのはできないと思いますか

ら現状分析でどこが問題なのか、何が問題なのかということをしっかり踏まえた

うえでやらないと関連論でやったのでは良い結果にはならないんだろうと思いま

すから、そういったことで現状分析をしっかりそして○○先生が言われるように、

住民サイドから見た場合の問題点とかそういうことも合わせて現状もしっかり分

析する必要があるのではないかというご指摘だと思いますが、そのとおりだと思

いますので、その点もよく事務局では検討していただきたいと思います。 
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     ○○さん何かご意見ございませんか。 

委 員： 先ほどから皆さんおっしゃられているように、現状分析をした上で考えていか

ないと本当に市民サービスを低下させない改革はできないのではと思いますし、

それから支所のところで支所内で良いということや、本庁じゃないといけないな

ど、色んな意見を聞いていただいた上での人材配置というものをしていただけた

らなと思います。 

議 長： ありがとうございます。○○さん何かございませんか。 

委 員： とりあえず先ほど説明いただいた資料の件ですが、１９ページの具体的な組織

改革方針、全体を読ましていただくととても細かくよくできていると感じるんで

すが、たぶんこの方針を当てはめてやってみろと言われたらたぶんできないと思

うので、組織というのは１００％というのはあり得ないので、ここへたくさん９

番まで書かれていますけれども、全部やるとなると必ず辻褄が合わなくなると思

います。特に細かいことを言いますと具体的には１９ページ（１）②組織規模の

課は何人以上何人未満とか、室は何人未満とか、班は何人未満とかあるんですが

原則としてと書いていますけれど、あまりここまで厳重にやるのは先ほどの柔軟

性の話もありますけれども、ちょっといかがなものかなという気がしまして、先

ほど会長がおっしゃられたように理念のところですか、例えば住民視点とか効率

性の原理とか人材育成とか細かく言えばたくさんあると思いますが、この辺のこ

とをきちっと現状を分析した上で押さえて、それに沿ったようなことが柔軟にで

きる。数値目標というのもよくありますが、あまり細かくやるのは手足を縛ると

いう意味でいかがなものかなという気が致しました。 

     また２１ページの状況の変化による定員管理計画の見直しと書かれているので

すが、ただ色んな事情が生じてきたら新しいニーズも出てくると思うので、定員

管理計画の見直しも必要だと思いますが、やはりここだけはせっかく数値目標を

決めたわけですから定員管理の総定数は極力守る。この中で色々工夫してやると

か、ここが砕けると何のために定員管理計画を作ったのかとズルズルいく可能性

もあるのでこの辺は極力守るつもりで、その中で工夫していただけたらいいのか

なという気が致しました。 

     それから支所機能の見直しということで、現状が全然分からないのですけれど、

市で幹部会をやられていると思いますが支所をどういう体制にするのか分かりま

せんが、権限をぐっと移譲されるのか、それとも窓口業務的なものに絞られるの

か分かりませんが、幹部会のメンバーに支所長さんに入っていただいた方がいい

のではないかと。やはり市長や副市長が入って市の重要事項とか方針とか進むべ

き方向性を議論されているところへ支所長さんが入っておけば、例えば頭脳的な

面は本庁で決めるにしても支所長さんもそれを踏まえた上で事務対応が十分にで

きるのではないかと思います。もう支所長さんも既に入っておられるのかもしれ
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ませんが、入れた方がいいんじゃないかなという気が致しました。以上です。 

議 長： ありがとうございました。今の皆さんのご意見を聞かれて市長の何か言葉はあ

りませんか。 

市 長： 色々ご意見をいただきましてありがとうございます。私としてはいつかこの審

議会の中でも発言させていただいておりますけれども、基本中の基本は行政サー

ビス、我々公務員が行うべき業務というのは私の基本理念としては公権力の行使、

あるいは公権力を行使する業務を補完する業務、これは何と言っても我々公務員

が直接的に行う必要があるものと理解しております。それが故に地方公務員法な

どで身分の保障がされております。そういったことから公権力の行使を行う職員

が公務員、その代わり身分保障と引き換えに大きな責任を背負っていく、これが

公務員のあるべき姿ということで認識しております。それを裏返しますと公権力

を行使する業務以外の公権力行使ではない部分は、例えば民間委託とかそういっ

た形でのスリム化というのが可能になるものと思っております。そういったこと

を基本にこの赤磐市の市行政の業務を一つずつ見直していって適正な職員の数と

いうのをしっかりと打ち出していかないといけないというのが一つ。それからこ

れまでの赤磐市の組織がどうも大きな自治体の組織に右に倣えで少し細分化され

ているのではなかろうかという感想があります。その細分化されることによって

専門的な見地に立った業務が可能になると同時に、逆に例えば横の連携が希薄に

なっていく、隣の席の人が何をしているのか分からなくなっていく。例えば私が

ある課に行ってこういう書類があるのだけれど、これについてちょっと教えてく

ださいと言ったら今日は担当がいないので分かりませんという答えが返ってきた

りすることが間々あります。私はいいですけれども市民が尋ねにきて今日は分か

りませんというのが市民サービスとして適切かということがございます。そうし

たら赤磐市のような規模の自治体はもっともっとフラット化して縦横柔軟に業務

が可能になるような組織が必要なのではなかろうかということが、私がこの５年

目になりますが赤磐市の市長として業務にあたってきた一つの思いがあります。 

それから、例えば先ほど○○先生からもおっしゃっていただいたのですけれど

も、季節変動、これは確かにございます。例えば税の業務でいいますとまず課税

があって賦課があって徴収というふうに流れていきます。これが実は季節変動と

いうか月によって業務が移り変わっていきます。それがそれぞれの横の連携がな

ければ、その一年に一回の賦課の山が立っているところの人数に合わせて組織を

作ります。賦課になっていくと賦課のピークに合わせた組織作りが起こっていき

ます。徴収に移っていくと徴収の方にピークに合わせた人数配置がなされます。

これは例えば賦課しているときには、課税のチームは山が越えているわけです。

そういったところを横で人を柔軟に業務にあたってもらうようにすれば、例えば

それぞれ１０人ずつのチームだったのがそれぞれ５人ずつ全員で１５人で業務に
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あたるということも可能になるわけです。もっと分かりやすいことを言うと例え

ば学校給食の現場でも夏休みには学校給食はお休みですから調理業務はありませ

ん。でも職員を配置すれば調理はなくても現場へ職員がおります。調理はないけ

れども例えば点検、研修、清掃とかを行いますがこれが一ヶ月ちょっとの間がず

っとその業務が続くのかというとそうではありません。一方で例えば保育園では

夏休みはございませんので、調理業務は続きます。我々公務職場では夏の盆休み

はないので、夏季特別休暇というのが与えられます。これを取るために保育園現

場では調理員が不足しますので、例えばパートや臨時職員を雇うことが実際に起

こっております。これを先ほど言われたように、学校給食の現場の調理員が夏の

間だけ保育園に調理しに行くとかこういった柔軟な対応ができるはずです。しか

し赤磐市ではそれが実現できていない。そういったところに考え直さないといけ

ないところはたくさんあるなというふうに思いながらこの組織機構改革について

案をつくってきて、そういう思いを込めております。 

それから最後に人材育成です。これも赤磐市でこれまで自治体として間違って

はいないのですが、岡山県や国に分からないことがあったら聞くという体質があ

ります。そうではなくてある程度自らの力で問題解決を図り、国や県の制度を自

分たちでコントロールして活用していくということが、まだまだ不足しているの

ではないかという感想がございます。ですからそういった人材をしっかり育成し

て、この赤磐市の職員は企画力たくましい職員に一人ひとりがなっていくことが

必要。これらが全部が一つになって初めて効率の良い、行財政も足腰の強い行財

政を支える組織になっていくというふうに思っておりまして、それを系統立てて

順次戦略にしたものが今回お出ししている３つの方針でございます。確かに幅広

です。一つずつ皆様にご議論をいただいて、方針を打ち立てていくということが

求められておりますので、この辺りを含めながらお願いを申し上げたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長： ありがとうございました。市長の考えられていることがよく分かりました。し

たがって我々審議会としては、ここに書いてある細かい人数が何人とかそういう

ことはもう少し現場で考えていただいて、大きな理念とかあるいは考え方という

組織の基本はこうあるべきだと、そこを議論していかないと我々は現場はあまり

よく分からないので、具体的な数値を云々という議論は馴染まないのではないか

と思いますので、やはり大きな考え方、組織のあり方、あるいは赤磐市としてど

う特色を出すかということについては、皆さんの議論をいただいて方向性を出し

ていきたいと思います。したがってここに掲げてくださった具体的な一つひとつ

のテーマについて、一つひとつ議論するというのは我々としては馴染まないテー

マだと思いますので、総合的に議論したことを具体化するためには事務局側がし

っかり現状や他の市町村との比較とかをお考えになって具体的な数字を示せばよ
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いと思いますので、我々としてはもっと広い立場で議論を重ねていきたいと思っ

ております。そこら辺りの議論の進め方についてはいかがでしょうか。 

委 員： 先ほども申し上げましたけれど実際に組織を変えるとなると、現場でやられて

いる方は具体的な組織改革方針のところへたくさん書いていると言われましたけ

れどもこれを見ると、この中でもたぶん相反する、趣旨は反していないのですけ

れど、実際にやるとなると相反することがたくさん出てくると思います。 

     例えば住民のニーズからしても専門的なことは専門的な知識をもった職員が窓

口におってほしいと思うわけです。片や担当の人がいなければ副担当の人が説明

できるようなレベルであってほしいと。例えば千人も一万人も職員がいれば可能

かもしれませんが、赤磐市くらいの規模だったら一つの課とか係にしても一人の

方が３つも４つも担当事業、事業名でいうと１０も２０も持っておられるかもし

れませんけれども、そこで例えばＡさんが担当でこの人は何でも分かっている。

Ｂさんは別の担当の事務事業をもっているわけで、私も副主査をつくる制度を作

らせたことがあるんですけれども、そうすると自分の担当業務が１０あってＢさ

んの担当業務が１０ある、それをＡさんがいないときにある程度カバーできるだ

けの知識を持とうと思うと非常に事務量が１．３倍くらいになると思います。そ

うすると人を１．３倍増やすのかということは相反することがあって結構難しい

と思うので、どういうところでそれをカバーするかというのは工夫がいるかと思

います。ここには理想的なことを書かれているのですが、理念の辺で相反するこ

とが絶対しょっちゅう出てきますので、何を優先するか、その辺の議論が必要で

ある程度考えておく必要があるのではないかという気がします。 

     それと我々は具体的な細かい市役所の現状は分からないわけで、割と好き勝手

なことを言わせてもらうんですが、議論の中で職員の執行部の側もできるわけが

ないという思いをもって聞かれることもたぶんいくらでもあると思うので、職員

の方もこの議論に結構参加していただいた方が、答申だけをもらっておけば後は

我々がやるからいいんだということであれば良いんですけど、やはり実りのある

ものにしようと思うと執行部の方もきちっと議論をこの中で言っていただいてい

た方が、我々の意見も良い意見になるかもしれないという気がするので、進め方

でその辺のことも考慮していただけたらなと思います。 

議 長： 非常に現場を経験されたご意見だと思いますので、やはり市民が行政に対して

どこが問題なのか、サービスを受ける側が今の組織に対してどう考えているのか

と同時に職員がやりながらここはこうした方が良いのではないかとか、あるいは

ここが問題点だということを職員の側の供給するサイドの認識といいましょうか、

問題点といいましょうか、あるいは考え方も知る必要がある。そういうのも知っ

た上で議論する必要があるのではないかということで、やはり現実的な改革をし

ようとすると理念だけ理想だけを追っかけてもそれは必ずどこかで行き詰ること
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がでてきますから、そういうことのないようにするためには現状をよく分析し、

そして供給する側と受ける側のニーズを知っておく必要があるだと思いますから、

来年の３月終わりということではなくてもう少し長期的に取り組んでいく、議論

を進めていく必要があるのではないかというふうに思いますが、事務局はどうな

んですか。そのスケジュールはどうしてもはずせないですか。 

事務局： 必ずという締めを設けたものではありませんので、ただなるべく早期にやりた

いというのがありまして、先ほどそういう回答をさせていただきました。 

議 長： やれるのもから順次やっていったら良いのではないでしょうかね。３月までに

１００％じゃなくて、実行できるものから実行されていき、そして試行錯誤され

たら良いのではないかと思うので、そういったスケジュールでやらせていただく

ということで、市長いかかでしょうか。 

市 長： ありがとうございます。この挙げさせていただいている方針について、来年の

４月からぱっと開始が始まるというようなものばかりではありません。これを実

施するには準備から実施までの大きな作業を乗り越えないといけないものもたく

さんございます。そういった意味で当然できるものを一年でも前倒しして実施し

ていくという基本的な考え方には変わりませんけれども、ここは組織、市民サー

ビスの低下を招いてはいけませんので、できるところをしっかりやらせていただ

き、そして時間をかけないといけないものについてはしっかりと議論をしながら

対応策も考えながらの実施になっていこうかと思います。そうは言っても、実は

赤磐市の財政上のことを言いますと、皆さんもご存知のように合併して１５年目

が平成３１年度末ということで、平成３２年３月で合併の１５年間が終わるとい

うことです。これは言い換えますと交付税の算定替えといいまして、算定替えの

影響額が赤磐市の財政で一般会計１９０億あります一般会計のうちの、トータル

２０億円が影響を受けます。そういったことで年々交付税が減少しているという

事実は何があっても変わりません。そういう中で赤磐市の財政運営を健全なもの

で行っていくためには、この組織機構を含めた行革を確実に実行しないとこれか

ら先の財政について、この厳しさを乗り越えることができなくなってしまいます。

こういったことを考えますと、できるところからやれば良いのだという精神では

乗り越えられないそういったことを我々実感しながら、また委員の皆様方も共有

していただいてこの行財政改革、今年度からの行革は本気で取り組まないといけ

ない。今まで以上に取り組みを強めないといけないということを職員一同共有し

ていきたい、そういった中での方針でございます。ご理解等をお願いいたしまし

て、よろしくお願いいたします。 

議 長： はい。その必要性は十分わかっていることだと思いますので、それに向けてで

きるところから早くから着手するような結論をもっていきたいというふうに思っ

ております。したがってまず議論としては、組織改革の必要性のところをもう少
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し具体的な数字をもって、そしてどれくらいの定員削減が本当に財政を健全化す

るためにはどれだけの経費を削減する必要があるのかというところから、議論を

して皆に必要性の共有性といいましょうか、その認識を皆で持ちたいと思ってお

ります。そして現状としてはこういったところが問題だとか、あるいは優先順位

の問題だとかそういった基本的な議論を早くしていきたいというふうに思います

が、そういうところで委員の皆さん何かご意見をいただけませんでしょうか。 

委 員： 市長さんの言われたご意見は当然だと思います。この方針（案）ですかね、お

話をお聞きしながら、この視点が欠けているのではないかなと思いながら聞いて

いたのですが、実は赤磐市の総合計画ですかね、発展戦略を作っていますよね。

その戦略的に重点的に取り組んでいく部分とこの行革の部分とがどこがどういう

ふうに関連するのかなと、逆に言えば定員削減だけではなくて増やして強化して

将来の発展につなげていかなければいけない部分もあると思うのですが、その辺

りがどこに書かれているのかなと。委員長が冒頭のときに理念や方向性がもう一

つ見えていないなというお話だったのですが、どちらかというと人数を削減する

という方向性の中で、この定員管理の問題が行革にも話がでてきているので、も

う少し発展戦略との対応関係の中でこの定員管理計画のここは重点的にやってみ

ますというようなところは文章化するというか、見える化することが必要なので

はないのかなと、その方が市民の皆様にも分かっていただきやすいんじゃないか

なというような感じがしました。 

議 長： それと含めてですね、今後の政策の重点課題ということも考えながら人員配置

だとかあるいは削減というのを考えないといけないものですからそこら辺を我々

は見えていないのですね。したがって消防は普通よりも随分上になっていますね。

教育に本当に重点が置かれているという政策、何よりも教育優先だという考えで

ここを重点されているというのは理解できますが、そうではなくて将来はこちら

を重点したいんだということであれば、ちょっと違うねということも出てくるし、

そういった将来のまちづくりの方向性、政策の重点性というのも我々は理解した

上で議論しないといけない。そういう基本的なところをまず次回あるいはこれか

らはそういったところから順次進めていきたい、そして最後の末端の方になると

我々は分からないので事務局にお任せするということにしなければいけないんじ

ゃないかと思いますので、○○先生が言われるように今後の政策の重点がどこに

置かれるのか、それと人員配置とか組織のあり方というのが見えないと分かりに

くいということで、次回からはそういったことを基本にやりたいと思います。 

     他に何かご指摘ありますか。 

委 員： ２９ページに３３年度までの定員管理計画が出ているのですが、これは各年度

人数が出ていまして、たぶんこの人数が出たというのは積み上げだと思うので、

どういう事務、例えば総務の事務、教育委員会の事務がこれだけいるので、人を
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減らすということの積み上げたと思うのですが、これは今○○委員がおっしゃら

れた総合計画との整合性とか、例えば外部委託をするのでこれだけ減るとか、再

雇用の方とか民間の人を雇用するとか、内容の内訳があると思うので、もしそれ

が分かりましたら次回のときにでもご説明をいただければ、もしかしたら加味さ

れていないのかもしれませんけれども、単に数字だけで目標を立てているわけで

はないんでしょう。 

事務局： ある程度の分野ごとですとか、委託に出すということは、概算になっておりま

すので、細かく積み上げた数字といいますと詳細をご説明するのは難しいと思い

ます。 

委 員： あまり具体的にどこが何人といったらきりがないのもあるし、そこまでやるの

は難しいと思いますが、ある程度数字をつくられているのはその辺を考えてのこ

とですか。そうでないと絵に描いたもちになるわけで、トータル数字があってそ

れに何がなんでももっていくんだということで、毎年例えばこの平成２９年だと

１２人をどうにかして総務課で削減するのだということかもしれませんが。先ほ

どの住民目線とか視線とか議論している支所の問題にしてもやはり中身が大事だ

と思うので、書かれていることは１００％理想的な方針が書かれていますが、あ

のままだと絶対できないと正直思います。中身が何もできていないのならこれら

かやっていけばいいのですが、この定員管理計画は決まっているんですか、しか

もこれで進めているのですか。 

事務局： おっしゃる通りです。これを昨年策定しましたので、現段階ではこれにしたが

って進めていくということでいっております。 

委 員： これで進めているということですが、○○先生がおっしゃられた総合計画等と

ある程度関連させないとどうしてこの管理計画を作ったんだということになりか

ねないので。 

委 員： まさに私が最初に質問させていただいた部分が関係すると思うんですね。業務

内容で季節需要変動があってしかもそれは、正規職員じゃないと対応できないよ

うな業務とそうではなくて短期的にパートさん等にお願いしてやっていただける

もの、そういう業務の年間を通じたピークを考えたときに例えばこの部署だった

ら正規職員が少なくともこれだけいればあとの変動部分はパートさんであるとか、

退職された方でお元気な方に臨時的に仕事を手伝っていただくことも可能だと思

います。そういうことでトータルとして人件費を削減できればいいのではないか

と思います。そういう中で考えたときに定員削減をその部署について、何人減ら

すのかということを考えておられるのだったら合理的だと思いますが、そこの幅

があるところをあまり考慮に入れず、今までやってきた各部署の人数を前提にし

てトータルとして何％削減しないといけないからほぼ按分比例のような形で、削

減計画をされているのだとすると逆にコスト削減はできるかもしれないけれど、
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業務の内容レベルは大きく下がるという危険性があるので、その辺りをきちんと

説明できるように、あまり細かいところまでいうのは無理だと思いますけれども、

やはり大きな基本方向性としてそのことがきちんと説明できるレベルにまでは内

部で詰めていただいた方が説得力があるのではないかと思います。 

議 長： ありがとうございます。色んな問題点が出てきたと思いますけれども、順次基

本的なところから議論を進めていって、早く方向性を出すように努力をしていき

たいというふうに思います。 

委 員： 私も二つほど意見を申し上げたいのですが、一つは、組織は事務事業があって

のそれを実行するための組織ですので、このはじめにというところで、冒頭ご説

明いただきましたように、中でも行政の守備範囲の徹底的な見直しで民間委託あ

るいは事務事業の統廃合を行っていきますという、まさにここが組織改革の基本

的な方向性という２番のところでまず一番目にあって、事務事業をスクラップア

ンドビルドで徹底的に見直して民間に委託すべきものは委託する、廃止すべきも

のは廃止する、あるいは先ほどの基本計画との絡みで重点すべき事務事業、力を

入れるべき事務事業はこれですと、まず事務事業自体にメリハリをつけて統廃合

を行う。それに見合った、それを実行しやすい組織の適正化を図りますというふ

うに順番がいけば分かりやすくなるのかなというのが一点あります。 

     またもう一点は全体として所々書かれているんですが、支所決裁部長決裁を強

化していく。現場に近い方で決裁する方がスピーディな意思決定で市民の方にと

っては助かる面があるのでこれで良いと思うんですが、もう一方で権限を下ろせ

ば下ろすほど内部統制の問題ですね、下の方での決定、意思決定が適正になされ

るかどうかというそこの確保の問題、市長副市長あるいは部長の監督権限ですね。

どんなふうに監督していくのか、職務執行の適正さをどういうふうに確保してい

くのかというところの観点も、先日の地方自治法の改正で内部統制をこれからし

ていかないといけないということになりましたので、組織改革の基本的方向性の

中に意思決定の迅速化プラスそれに応じた内部統制の適正化といいますか、その

点もあった方がいいなと思いました。以上です。 

議 長： ありがとうございました。おそらく１００点満点の答えなんてないので、こち

らをすればこちらが立たないなど、プラスがあればマイナスがあるということで、

できるだけマイナスが出ないような組織体制をつくっていく必要があるんだと思

います。色々と組織あるいは定員についてお考えがあるかと思いますが、他に今

日は本当にご意見だけで結構ですので、ございませんか。 

     それでは次回から審議していただく内容についても事務局でしっかり議論させ

ていただいて、総花的ではなくて重点を絞った議論を皆さんとさせていただいて

方向性を出したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、

「ひと」「組織」の開発についてはこれくらいさせていただいて、その他について
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事務局からお願いします。 

 

４ その他 

事務局： （次回の開催日程の連絡） 

会 長： それでは次回について、万障お繰り合わせの上、ご出席をお願いいたします。

それでは本日はこれで閉会と致します。どうもありがとうございました。 


